
平成２４年度 教育モニターからの質問とその回答 １１月分
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市
女 40

いろいろな調査によると、各学級にＡＤＨＤ等の発達障がいのある子どもが数名いる可能性があるとのこと。対象となる児童生徒について、学校では誰が
指導をしているのか。

⇒学校は、日常の観察、前年度の引継ぎ等において子どもの実態を把握し、一人一人の子どもに応じた教育を心がけております。ＡＤＨＤなど発達障がいの
ある子どもやその疑いがある子どもの指導についても、学校がその実態をよく認識したうえで個に応じた指導を行っております。なお、発達障がいのある子ど
もの指導は、原則、通常の学級で学級担任が指導しますが、個に応じた指導を行うために、必要に応じて週に１～３回程度、通級指導教室に通い、その担当
教員が指導をすることもあります。
県教育委員会としましては、通常の学級におけるＡＤＨＤ等、発達障がいの子どもの支援について、今後も取り組んでまいります。
【特別支援教育課】


